
平成２８年度

志 木 市 一 般 会 計 予 算



第７号議案

          平成２８年度志木市一般会計予算

平成２８年度志木市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２,１１１,０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２

表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１,５００,０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職

員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とす

る。

  平成２８年２月１５日提出

                                                         志木市長 香 川  武 文
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第２表　債務負担行為

期 間 限 度 額

平 成 ２ ８ 年 度 か ら 借入残額の2.0％以内

補給期間完了の年度まで

産業観光課

同　　　上 同　　　　　　上

産業観光課

平 成 ２ ８ 年 度 か ら 志木市が行う小規模企業者への資金融資あっせんに

完 済 の 日 ま で 係る融資額の範囲内で埼玉県信用保証協会が金融機

関に債務保証を行って生じた代位弁済額から中小企

業信用保険法による保険金を控除した額の元金50％

産業観光課 と利子等の合計額

志木市が行う中小企業近代化資金融資あっせんに係

る融資額の範囲内で埼玉県信用保証協会が金融機関

に債務保証を行って生じた代位弁済元金（責任共有

制度要綱に基づく負担金方式の場合は代位弁済額の

同　　　上 元金から金融機関負担割合相当額を除いた額）から

中小企業信用保険法により受領した保険金（責任共

有制度要綱に基づく負担金方式の場合は保険金の額

を部分保証方式に換算した額）を控除した額の元金

産業観光課 50％と利子等の合計額

事 項

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給

（平成２８年度分）

中 小 企 業 等 融 資 利 子 補 給

中 小 企 業 近 代 化 資 金 損 失 補 償

（平成２８年度分）

（平成２８年度分）

小 規 模 企 業 者 融 資 資 金 損 失 補 償

（平成２８年度分）



第３表　地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

災 害 援 護 資 金 貸 付 金
（ 昭 和 48 年 法 律 第 82 号 に よ る ）

3,500
災害援護資金の
貸付財源として
県 よ り 借 入

延 滞 の 場 合 を 除 き
無 利 子

10 年 以 内 （ 内 据 置 5 年 以 内 ）

志 木 小 学 校 防 災 用 便 槽 設 置 事 業 19,400
普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

4.0 ％ 以 内
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換えすることができる。

柳 瀬 川 駅 前 自 転 車 駐 車 場
駐 輪 ラ ッ ク 更 新 等 事 業

27,100 同 上 同 上 同 上

総 合 福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業 14,700 同 上 同 上 同 上

中 央 通 停 車 場 線 整 備 事 業 17,400 同 上 同 上 同 上

道 路 整 備 等 事 業 88,000 同 上 同 上 同 上

袋 橋 耐 震 補 強 等 整 備 事 業 169,900 同 上 同 上 同 上

宮 戸 橋 耐 震 補 強 整 備 事 業 35,000 同 上 同 上 同 上



（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

富 士 下 橋 耐 震 補 強 等 整 備 事 業 113,400
普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

4.0 ％ 以 内
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換えすることができる。

か し わ 公 園 等 改 修 事 業 33,400 同 上 同 上 同 上

志 木 小 学 校 プ ー ル 改 修 事 業 17,000 同 上 同 上 同 上

宗 岡 第 四 小 学 校 プ ー ル 改 修 事 業 14,800 同 上 同 上 同 上

市民体育館アリーナ床等改修事業 42,500 同 上 同 上 同 上

4.0 ％ 以 内

（ただし、利率見直し方式で借り入れる
ものについて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

臨 時 財 政 対 策 債 900,000 同 上 同 上


